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社会保険労務士 

さくら事務所便り 
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連絡先：〒223-0052 

神奈川県横浜市港北区箕輪町 2-7-36-1112 

電話番号：045-562-4101 

リモート採用、7 割が導

入～日本マンパワー調査

から 

マンパワーグループが行

った企業の人事担当者を対

象とした「リモート採用の導

入・実施状況」調査（2022 年

1 月実施）の結果によると、

リモート採用を行っている

企業は約７割となっていま

す。 

リモート採用では、企業説

明会、採用面接、内定者フォ

ロー、適性検査などが行われ

ています。 

 

◆リモート面接は中小企業

でも 

同調査は、企業規模別の結

果は出ていないようですが、

会社説明会のような大規模

なものでなくても、最終面接

以外の面接にはリモートを

活用しているという企業は

多いようです。遠方からの応

募が増えるといった効果も

ありますので、中小企業でも

導入は増えつつあるようで

す。 

 

 

◆やはり最終面接は直接面

接 

コロナ禍の初期には、最終

面接までリモートで行うと

いった企業が多かったよう

です。しかし、コロナ禍が落

ち着き始め、マスク着用の緩

和等の話題も出てきており、

今後は対面での面接が増え

るものと思われます。 

同調査でも、「最終面接以

外の面接」はリモートで行っ

ているという企業が 84.3％

ありました。やはりリモート

だけでは、応募者の実際の人

柄はつかみにくいようです。 

 

◆気を付けたいこと 

リモート面接をする側と

して気を付けたいことは、面

接者にしてほしくないこと

とほぼ同じです。 

・緊張感がない。パソコンの

操作等をして集中してい

ない。 

・表情や声などニュアンスが

伝わらない。声が小さくて

聞こえない。 

・使用する機器や回線速度の

せいで接続が不安定にな

る。 

などでしょう。面接の手際の

悪さなどはリモートでする・

しない以前の話ですから、面

接する側もしっかりと予行

演習をしておきましょう。 

【マンパワーグループ「リモ

ート採用の導入・実施状況」調

査】 

https://www.manpowergroup

.jp/client/jinji/surveydata/20

220516.html 

 

自動車運送事業者の「働

きやすい職場認証制度」

の新規受付が始まります 

国土交通省は６月８日、自

動車運送事業者による職場

環境の改善努力を「見える

化」した「働きやすい職場認

証制度」の新規受付を９月 16

日から11月 15日まで受け付

けると発表しました。 

この制度は令和２年８月

から国土交通省と厚生労働

省の連携により始まったも

のです。正式名称を「運転者

職場環境良好度認証制度」と

いい、自動車運送事業（トラ

ック・バス・タクシー事業）

の運転者不足に対応するた

めの総合的取組みの一環と



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して創設されました。 

その目的は、職場環境改善

に向けた各事業者の取組み

を「見える化」 することで、

求職者のイメージ刷新を図

り、求職者の運転者への就職

を促進することです。 

 

◆認証マークの種類 

一つ星、二つ星、三ツ星の

３種類があります。初回は一

ツ星に挑戦することができ、

取得すれば次は二ツ星、最後

に三ツ星といった順番で取

得できます。三ツ星を獲得し

た事業者の方がより厳しい

基準をクリアしていること

になりますので、自社の労働

環境の良さを外部にアピー

ルすることが可能です。 

なお、９月 16 日から 11 月

15 日まで受け付けるのは一

つ星の新規受付であり、2020

年度に一つ星を取得した事

業者の申請は 12 月に受付を

開始します。 

 

◆認証対象 

バス（乗合、貸切）、タク

シー、トラック事業者 

 

◆申請受付、審査、認証等の

実施機関 

国土交通省の指定を受け

た認証実施団体である一般

財団法人日本海事協会 

 

◆審査要件 

法令遵守等、②労働時間・

休日、③心身の健康、④安心・

安定、⑤多様な人材の確保・

育成 の５分野について基本

的な取組要件を満たすこ

と。 

 

◆料金 

審査料：５万円（税別）／１

申請あたり 

※インターネットによる電

子申請の場合、３万円（税

別）に割引 

登録料： ６万円（税別）／

１申請あたり 

【一般財団法人日本海事協

会「自動車運送事業者の「働

きやすい職場認証制度」」】 

https://www.untenshashok

uba.jp/ 

 

７月の税務と労務の手

続期限［提出先・納付先］ 

11 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算

定基礎届の提出期限［年

金事務所または健保組

合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税

額の納付＜１月～６月

分＞［郵便局または銀

行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出［公共職業

安定所］＜前月以降に採

用した労働者がいる場

合＞ 

○ 労働保険の今年度の概

算保険料の申告と昨年

度分の確定保険料の申

告書の 

提出期限＜年度更新＞

［労働基準監督署］ 

～当事務所より一言～ 

 

○ 労働保険料の納付＜延

納第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

15 日 

○ 所得税予定納税額の減

額承認申請＜６月 30 日

の現況＞の提出［税務

署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況

報告書の提出［公共職業

安定所］ 

８月１日 

○ 所得税予定納税額の納

付＜第１期分＞［郵便局

または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提

出［労働基準監督署］＜

休業４日未満、４月～６

月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］  

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者

でない場合）＜雇入れ・

離職の翌月末日＞［公共

職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税

の納付＜第 2 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては

異なる月の場合がある。 


